
 
        

2022年 12月 23日 

箱根登山鉄道株式会社   

 

箱根登山鉄道株式会社（本社：神奈川県小田原市 社長：抱山洋之）では、2023年 3月

18日より障がい者割引が適用されるお客さま向けの新たな PASMO（障がい者用 PASMO）に

よるサービスを開始いたします。 

障がい者 PASMOは、障がい者割引が適用されるお客さまにも、よりシームレスかつ快適

に、関東圏などでご利用いただくことができます。 

障がい者 PASMOのサービス内容については下記のとおりです。 

 

記 

 

１．サービス開始日 

  ２０２２年３月１８日（土）（予定） 

 

２．発売箇所 

当社鉄道線各駅窓口（ただし、無人駅や駅係員無人時間帯を除く） 

 

３．サービス概要 

２０２２年９月１４日 関東 ICカード相互利用協議会のプレスリリースをご覧くださ

い。 

 

４．利用方法 

障がい者用 PASMOは本人用・介護者用を同時かつ同一行程で乗車される場合に、自動

改札機またはバス運賃機にて、割引運賃を自動精算してご利用いただけます。本人用・

介護者用を別々または単独でご利用いただくことはできません。また、ご利用の際は、

障害者手帳などの携行が必要となります。 

※ 交通事業者によって、利用条件が異なる場合があります。 

 

５．お問い合わせ先 

箱根登山鉄道株式会社 鉄道部 TEL０４６５－３２－６８２３ 

              営業時間 ９：００～１７：００（土曜･休日･祝日を除く） 

 

以 上 

 

※「PASMO」は、株式会社パスモの登録商標です。 

障がい者割引が適用されるお客さま向けの新たな PASMO（障がい者用 PASMO）の 

サービス概要について 

https://www.pasmo.co.jp/news/pdf/release_Overview%20of%20new%20IC%20card%20services%20for%20customers%20to%20whom%20discounts%20for%20persons%20with%20disabilities_20220914.pdf

